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第8章
関係法令

123 労働安全衛生法（抄）
改正　令和7年5月14日法律第33号

労働安全衛法（抄）
改正　令和4年6月17日法律第68号

123 第3条
3　建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わ
せる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等につ
いて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれの
ある条件を付さないように配慮しなければならな
い。

第3条
3　建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者
は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作
業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよ
うに配慮しなければならない。

124 第4条
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所に
おいて仕事の作業に従事するものは、労働災害を防
止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の
関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協
力するように努めなければならない。

第4条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守
るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害
の防止に関する措置に協力するように努めなければ
ならない。

124 第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。
一　原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、
病原体等による健康障害
二　放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異
常気圧等による健康障害
三　計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四　排気、排液又は残さい物による健康障害

追加

124 第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業
場について、通路、床面、階段等の保全並びに換
気、採光、照明、保温、防湿、休養、退避及び清潔
に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の
保持のため必要な措置を講じなければならない。

追加

124 第25の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事
で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災
等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措
置がとられる場合における労働災害の発生を防止す
るため、次の措置を講じなければならない。
一　作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け
及び管理を行うこと。
二　作業従事者の救護に関し必要な事項についての
訓練を行うこと。
三　前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備
えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこ
と。

第25の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事
で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災
等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置が
とられる場合における労働災害の発生を防止するた
め、次の措置を講じなければならない。
一　労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び
管理を行うこと。
二　労働者の救護に関し必要な事項についての訓練
を行うこと。
三　前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備
えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

125 第26条
労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業
に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第
20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講
ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければなら
ない。

第26条
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条
第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事
項を守らなければならない。

125 第27条
第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定に
より事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労
働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に
従事する労働者以外の作業従事者が守らなければな
らない事項は、厚生労働省令で定める。

第27条
第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定に
より事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労
働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令
で定める。

125 第42条
2　事業者は、前項の機械等については、同項の規格
又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用させ
てはならない。
3　事業者は（厚生労働省令で定める数以下の労働者
を使用する者に限る。）又は個人事業者（これらの
者が法人である場合には、その代表者又は役員）で
ある作業従事者（以下「作業従事役員等」とい
う。）は、自ら第1項の機械等を使用して、労働者と
同一の場所において仕事の作業を行う場合には、当
該機械等については、同項の規格又は安全装置を具
備しなければ、これを使用してはならない。

新設

125 第43条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条第1項
の機械等を製造し、・・・

第43条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機
械等を製造し、・・・
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126 第45条
2　個人事業者は、当該個人事業者に係る作業従事役
員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行
う場合には、前項の機械等について、厚生労働省令
で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及
びその結果を記録しておかなければならない。
3　第1項の機械等で政令で定めるものについて行う
前2項の自主検査であって厚生労働省令で定めるもの
（以下「特定自主検査」という。）は、次の各号に
掲げる特定自主検査を行う者の区分に応じ、当該各
号に定める方法によって行わなければならない。
　一　事業者　当該事業者（当該事業者が法人であ
る場合には 、その代表者又は役員）である作業従事
者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら
実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省
令で定める資格を有するもの若しくは第54条の3第1
項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて機械
等について特定自主検査を行う者（以下「検査業
者」という。）に実施させる方法。
　二　個人事業者　当該個人事業者に係る作業従事
役員等で厚生労働省令で定める資格を有するものが
自ら実施し、又は検査業者に実施させる方法
4　（略）
5　厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査
（特定自主検査を除く。）の適切かつ有効な実施を
図るため必要な自主検査指針を公表するものとす
る。
6　厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した
場合において必要があると認めるときは、事業を行
う者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当
該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことがで
きる。
令和9年4月1日施行

第45条
2　事業者は、前項の機械等で政令で定めるものにつ
いて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令
で定める自主検査（以下「特定自主検査」とい
う。）を行うときは、その使用する労働者で厚生労
働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1
項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該
機械等について特定自主検査を行う者（以下「検査
業者」という。）に実施させなければならない。
3　（略）
4　厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した
場合において必要があると認めるときは、事業者若
しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主
検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

126 第59条
4　作業従事役員等は、労働者と同一の場所において
前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受
けなければならない。
令和9年4月1日施行

新設

127 労働安全衛生法施行令（抄）
改正　令和7年10月31日政令第361号

労働安全衛生法施行令（抄）
改正　令和5年9月6日政令第276号

128 労働安全衛生規則（抄）
改正　令和8年1月20日厚生労働省令第3号

労働安全衛生規則（抄）
改正　令和6年6月3日厚生労働省令第95号

132 第151条の7
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行
うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその
荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある
箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事
者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい
箇所に表示することその他の方法に…

第151条の7
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行
うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその
荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある
箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち
入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表
示することその他の方法に…

133 第151条の9
事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フォー
ク、ショベル、アー ム等が不意に降下することを防
止する装置が組み込まれているものを除く。）を使
用する作業場において作業に従事する作業従事者が
そのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらによ
り支持されている荷の下に立ち入ることについて、
…

第151条の9
事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フォー
ク、ショベル、アー ム等が不意に降下することを防
止する装置が組み込まれているものを除く。）を使
用する作業場において作業に従事する者がその
フォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支
持されている荷の下に立ち入ることについて、…

134 第151条の13
事業者は、車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及
び貨物自動車を除く。）を用いて作業を行うとき
は、当該作業場において作業に従事する作業従事者
を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、
墜落による危険を防止するための措置を講じたとき
は、この限りでない。

第151条の13
事業者は、車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及
び貨物自動車を除く。）を用いて作業を行うとき
は、当該作業場において作業に従事する者を乗車席
以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落によ
る危険を防止するための措置を講じたときは、この
限りでない。
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